
 

令和７年２月６日                              

観     光     庁 
 

２月５日（水）にスポーツ庁、文化庁及び観光庁の 
包括的連携協定を改定しました！      

 

 スポーツ庁、文化庁及び観光庁は、スポーツや文化芸術資源の融合により、新たに生ま

れる地域の魅力を国内外に発信し、訪日外国人旅行者の増加や国内観光の活性化を図るた

め、平成28年に包括的連携協定を締結し、様々な連携を進めてきたところです。 

今般、スポーツ、文化芸術及び観光の相乗効果を発揮し、世界に対して我が国の魅力を

発信することにより、「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」をキーワードと

して、更なる訪日外国人旅行者の増加、国内観光の活性化を図り、これによる経済の好循

環の実現を目指すべく、２月５日（水）に包括的連携協定を改定しました。 

本協定に基づき、三庁の連携を一層深めてまいります。 

 

 

 
   

【問合せ先】観光庁 観光地域振興部 観光資源課  担当：細江(27-812)、安部(27-808) 
 電話：03-5253-8111(代表)  03-5253-8925（直通）  
電子メール：hqt-sports★ki.mlit.go.jp 

 （送信の際は「★」記号を「＠」記号に置き換えてください。） 

同時発表： スポーツ庁 
文 化 庁 




